
地域包括ケア人材育成事業業務委託仕様書 

 

１ 目的 

現役世代が減少するとともに高齢者人口がピークを迎える 2040 年を見据え、地域

包括ケアシステムの更なる深化・推進を図るため、高齢者の日常生活を支援する地域

包括支援センターや、認知症地域支援推進員等を対象とした研修及び在宅医療・介護

連携推進事業市町村担当者等を対象とした研修を実施する。 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

下記(1)から(5)の研修を実施すること。 

なお、各研修を実施する際は、下記(6)に留意すること。 

(1) 地域包括支援センターの機能強化に向けた研修 

① 目  的 地域包括支援センターの職員が地域マネジメントの中核を担えるよ

う、職種間連携による組織力を高めるとともに、個別事例から地域課題

を抽出・施策化する PDCA サイクルを実践し、地域包括ケアシステムを

深化できる人材を育成する。 

② 開催回数 ・初任者向け研修：第２四半期に１回実施 

・現任者向け研修：第３四半期に１回実施 

・地域ケア会議に関する研修 

第２四半期及び第３四半期に１回ずつ・年２回実施 

③ 研修内容 地域包括支援センター職員として必要な基礎知識や実践力向上に資

する内容にするとともに、地域ケア会議の効果的な運営やファシリテ

ーション技術の向上に資する内容とすること。なお、「地域包括ケア見

える化システム」等から抽出した地域の介護予防データ等を研修資料

に取り入れ、地域課題の視覚化・共有を図る内容とすること。 

 

(2) 認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム員、チームオレンジコーディ 

ネーター等を対象とした研修 

① 目  的 認知症の人が住み慣れた地域でその人らしく生活することができる

よう、市町村の認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム員及

びチームオレンジコーディネーター等を、地域における支援の担い手

として育成する。 

② 開催回数 ・主に認知症地域支援推進員を対象とする研修  

第２四半期と第３四半期に１回ずつ・年３回程度実施 

（座談会形式２回程度・事例発表を含む全体研修会１回） 

・主に認知症初期集中支援チーム員を対象とする研修  

第３四半期に１回実施 

・主にチームオレンジコーディネーターを対象とする研修 

第３四半期に１回実施 

 

 



③ 研修内容 認知症カフェの設置や認知症サポーター活動の推進、認知症ケアパ

スの作成支援、認知症初期集中支援チームの取組支援、チームオレンジ

の整備等、認知症地域支援体制の構築・強化に資するものとすること。  

 

(3) 病院勤務以外の県内の診療所、訪問看護ステーション及び介護事業所等に勤務 

する看護師、歯科衛生士等を対象とした認知症対応力向上研修 

① 目  的 認知症の人が住み慣れた地域でその人らしく生活することができる

よう、県内の診療所・訪問看護ステーション・介護事業所等の看護師や

歯科衛生士等の医療従事者等を、認知症の人及びその家族に対する支

援の担い手として育成する。 

② 開催回数 第２四半期～第３四半期間に年１回実施 

③ 研修内容 認知症地域医療支援事業実施要綱に基づき、認知症の人や家族を支

えるために医療従事者として必要な基本知識や認知症ケアの原則、医

療と介護の連携の重要性等の知識・習得に資する内容とすること。 

 

(4) 在宅医療・介護連携推進事業に関する研修 

① 目  的 市町村が主体となって実施する在宅医療・介護連携推進事業の更な

る推進を図るため、市町村担当者等を対象とした研修会を開催する。 

② 開催回数 第２四半期から第３四半期の間に４回程度実施 

       （集合研修１回、現地研修２～３回程度） 

③ 研修内容 在宅医療・介護連携事業の概要や進め方の修得に資する内容にする

とともに、県内外の事例紹介を含めた内容とすること。また、「在宅医

療・介護連携推進事業の手引き Ver.4」（令和７年（2025 年）３月厚生

労働省作成※）を踏まえた内容とすること。 

        ※ＰＤＦダウンロードＵＲＬ 

mhlw.go.jp/content/001468173.pdf 

掲載元：厚生労働省ホームページＵＲＬ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html 

 

(5) 認知症疾患医療センター合同研修 

① 目  的 認知症疾患医療センターの医療従事者等を対象とする研修会を開催

する。 

② 開催日程 令和８年９月１２日（土） 

③ 研修内容 宮崎県認知症疾患医療センター（５医療機関）からの事例報告、各セ

ンター長による座談会を取り入れた研修とすること。 

 

(6) 留意事項 

・ 会場設営、備品（映像機器、PC 等）や資料・資材の準備、進行、運営を行う 

こと。 

・ 必要に応じ、外部講師の招へいや県内外の先進事例の紹介等を行うこと。 

・ 研修は、参加者相互の交流や連携強化に資するものとすること。 

・ グループワークや情報共有の場を設けること。 

・ 研修参加者に対するアンケートを実施し、とりまとめた結果を県に報告する 

こと。 



 

４ 経費 

  本業務に関する経費については、全ての業務について受託者の負担とする。 

 

５ とりまとめ・実施報告書の作成 

    記録写真の撮影や内容等の概要など、本業務の実施内容をとりまとめ、事業実施報 

告書を作成すること。 

納入場所 〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

宮崎県福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室 

 

６ 業務遂行上の注意事項 

(1)委託業務の遂行に関し、必要な能力と経験を有する業務責任者を定めること。また、

業務遂行体制を明らかにすること。 

(2)業務の遂行に当たっては、県と十分な調整を行うこと。 

(3)業務の遂行にあたり、業務内容の追加や変更の必要が生じた場合は、県と受託者で

協議の上、仕様書の内容を変更することができる。 

(4)委託業務の遂行にあたり疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項につ

いては、県と十分協議を行うこと。 


